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別府市指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する要綱  

 

平成２５年１月３１日  

別府市告示第３号  

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条

の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指

定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。  

(1) 指定特定非営利活動法人 指定を受けた特定非営利活動法人をい

う。  

(2) 指定 地方税法第３１４条の７第３項の規定による特定非営利活

動法人からの申出により、当該特定非営利活動法人を同条第１項第４

号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として条例で定

めることをいう。  

(3) 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７

号）第２条第２項に規定する特定非営利活動法人をいう。  

（指定の申出をすることができる特定非営利活動法人）  

第３条 指定の申出をすることができる特定非営利活動法人は、次の各号

に掲げる要件のいずれにも該当していなければならない。  

(1) 市内に主たる事務所を有すること。  

(2) 地方税法第３７条の２第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる

特定非営利活動法人として大分県税条例（昭和２５年大分県条例第４

５号）で定められているものであること。  

(3) その役員が、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員を

いう。以下同じ。）又は暴力団（同条第２号に規定する暴力団をいう。）

若しくは暴力団員と交わりを持つ者でないこと。  
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（指定の申出）  

第４条 指定の申出は、指定特定非営利活動法人指定申出書（様式第１号）

に次に掲げる書類を添付して市長に提出することにより行うものとする。 

(1) 特定非営利活動法人として設立の認証（合併した特定非営利活動法

人にあっては合併の認証）を受けたことを証する書類の写し  

(2) 前条第２号に該当することを証する書類の写し  

(3) 登記事項証明書  

(4) 定款の写し  

(5) 直近の事業報告書  

(6) 直近の活動計算書  

(7) 寄附金充当予定事業一覧（様式第２号）  

(8) 誓約書（様式第３号）  

２ 合併の認証を受けた後最初の事業報告書等の提出の期限が到来してい

ないため、当該合併の認証を行う所轄庁に事業報告書等の提出を行って

いない特定非営利活動法人が指定の申出を行う場合は、前項第５号及び

第６号に掲げる書類に代えて次に掲げる書類を添付するものとする。こ

の場合において、当該特定非営利活動法人が事業報告書等の提出を行っ

たときは、速やかに、同項第５号及び第６号に掲げる書類を市長に提出

するものとする。  

(1) 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書   

 (2) 合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書   

３ 市長が特に認める場合は、第１項各号に掲げる書類の一部を省略させ

ることができる。  

（指定の手続）  

第５条 市長は、指定の申出を行った特定非営利活動法人が第３条各号に

掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該特定非営利活動法人につ

いて、指定のために必要な手続を行うものとする。  

（指定の通知等）  

第６条 市長は、指定があったときはその旨を、前条の規定による指定の

ための必要な手続を行わないことを決定したとき又は指定がなかったと

きはその旨及びその理由を、指定の申出を行った特定非営利活動法人に
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対し、速やかに、書面により通知するものとする。  

２ 市長は、指定があったときは、インターネットの利用その他の方法に

より、その旨及び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を

周知するものとする。  

(1) 名称  

(2) 代表者の氏名  

(3) 主たる事務所の所在地  

(4) 指定の効力を生じた年月日  

(5) 事業の概要  

(6) 当該指定特定非営利活動法人に対する寄附金が指定により個人市

民税の税額控除の対象となる期間  

（更新の申出等）  

第７条 指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日（この条の規定に

よる申出をし、指定の更新を受けた場合にあっては、当該更新後の指定

の効力を生じた日）から起算して５年を経過した日以後引き続き指定特

定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする指定特定非営利

活動法人は、市長に指定の更新の申出をしなければならない。  

２ 第３条から前条までの規定は、指定の更新の申出について準用する。

この場合において、第４条第１項中「指定特定非営利活動法人指定申出

書（様式第１号）」とあるのは「指定特定非営利活動法人指定更新申出書

（様式第４号）」と読み替えるものとする。  

（名称等の変更の届出等）  

第８条 指定特定非営利活動法人は、第６条第２項第１号から第３号まで

又は第５号に掲げる事項に変更があったとき（当該変更により第３条第

１号に掲げる要件に該当しなくなったときを除く。第３項において同

じ。）は、遅滞なく、指定特定非営利活動法人名称等変更届出書（様式第

５号）に当該変更を説明する書類を添付して、市長に提出するものとす

る。  

２ 市長は、第６条第２項第１号又は第３号に掲げる事項に変更があった

ときは、指定に係る特定非営利活動法人の名称等の変更のために必要な

手続を行うものとする。  
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３ 市長は、第６条第２項第１号から第３号まで又は第５号に掲げる事項

に変更があったときは、インターネットの利用その他の方法により、そ

の旨を公表するものとする。  

（指定の取消し等）  

第９条 指定特定非営利活動法人は、指定を辞退しようとするとき又は第

３条各号に掲げる要件に該当しなくなったときは、指定特定非営利活動

法人指定辞退等届出書（様式第６号）に、次に掲げる書類を添付して市

長に提出するものとする。  

(1) 第３条各号に掲げる要件に該当しなくなった場合にあっては、その

ことを説明する書類  

(2) 寄附金を受けた最後の年分の寄附者名簿（地方税法第３１４条の７

第４項に規定する寄附者名簿をいう。次条において同じ。）  

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定特定非営利活動

法人の指定の取消しのために必要な手続を行うものとする。  

(1) 前項の規定により指定の辞退の届出があったとき。  

(2) 第３条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。  

(3) 指定の更新の申出をしなかったとき。  

(4) その他指定を継続することが明らかに公益に反すると認められる

とき。  

３ 市長は、指定が取り消されたときは、指定が取り消された特定非営利

活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知す

るものとする。  

４ 市長は、指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の

方法により、その旨及びその理由を周知するものとする。  

（寄附者名簿の提出）  

第１０条 指定特定非営利活動法人は、毎年１月３１日までに、前年分の

寄附者名簿を市長に提出しなければならない。  

 （委任）  

第１１条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事

項は、別に定めるものとする。  

附 則  
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 （施行期日）  

１ この要綱は、告示の日から施行する。  

 （経過措置）  

２ 当分の間、第４条第１項第６号の規定にかかわらず、指定の申出は、

同号の活動計算書に代えて、収支計算書を添付することにより行うこと

ができる。  


